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学区外通学の主な許可基準
事　　由 許可対象 申立時期 許可期限 添付書類

他学区に家を新築中などで、転居
予定先の学区の学校へ通学する

○小・中学生
　（入学予定者を含む）

随時
（入学予定者は
来年２月から）

転居まで
工事契約書などの写し
（保護者名、新築中の家
の住所、引き渡し年月日
が分かる部分）

他学区へ転居したが、高学年のた
め引き続き従前の学校へ通学する

○小学校５年生（第２学
期以降）･６年生

○中学校２年生（第２学
期以降）･３年生

転居届出時

小・中学校
とも卒業まで ―

他学区へ転居したが、学期末のた
め引き続き従前の学校へ通学する

○小・中学生
　�（第１学期は６月20日
以降、第２学期は11
月23日以降、第３学
期は12月24日以降）

当該学期終了
まで ―

保護者が共働きなどのため、児童
を預ける親類・知人宅などの住所
地の学区の学校へ通学する

○小学生のみ
　（入学予定者を含む）

随時
（入学予定者は
来年２月から）

小学校卒業
まで
（中学校では
不可）

※保護者の「勤務証明書」
※「児童預かり承諾書」

保護者が共働きなどのため、児童
を預ける放課後児童クラブの所在
する学区の学校へ通学する

※保護者の「勤務証明書」
※「児童入会証明書」

保護者が自営業で営む店舗などへ
児童が下校するため、その店舗など
の所在地の学区の学校へ通学する

※保護者の「勤務証明書」
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皆さんの
ご応募を
お待ちして
います！


